廃棄自転車等売却処分業務（２次売却）仕様書
門真市自転車等の放置防止に関する条例（昭和61年門真市条例第12号）第21条第３項に規定する廃棄自転車等の売却等を行う門真市と買受人との業務内容は、この仕様書に定める事項によるものとする。

１．契約期間

　　契約締結日から令和９年３月31日まで

２．売却予定台数

　　売却予定台数は、約371台（令和７年度実績）とする。ただし、売却予定台数は放置自転車等の撤去状況等により変動することがある。

３．契約方法

　　自転車等１台あたりの単価契約とする。
４．引き取りの依頼及び引き渡し日の指定

　　売主門真市（以下「門真市」という。）は、契約締結日より、約1か月に１回程度を目安に、買受人に対して引き取りの依頼をするとともに、概ね２週間以内の日を引き渡し日として指定する。

５．売却代金の納付

　　門真市が指定する納付方法により納付する。

６．引渡し場所

　　門真市は次の場所において自転車等を引き渡すものとする。

　　門真市役所前自転車等保管場所

　　ただし、門真市が引渡し場所を他に指定する場合は、その場所において引き渡すものとする。
７．売却条件

　　　⑴　門真市が指定した自転車等の全量を買い取ること。

　　　⑵　自転車等の運搬に際しては道路交通法等関係法令を厳守し、部品等を含め落下事故等のないよう、十分な安全確保に努めること。

　　　⑶　自転車の引き渡しを受ける時は廃棄自転車等買受書（様式第４号）を門真市に提出すること。
　　　⑷　引渡し場所における分解等の作業は一切しないこと。

　　　⑸　自転車等に貼られている札やカゴに入れられているゴミ等は買受人の責任において処理すること。

　　　⑹　積み下ろし後は速やかに、自転車に貼られている防犯登録シールは必ず剥がすこと。また、自転車に記入等されている氏名や住所等の個人情報は必ず消すこと。なお、個人情報の取扱いについては別記「個人情報取扱特記事項」に則って行うこと。
　　　⑺　廃棄自転車等のうち、自転車本体の販売又は部品等を再利用し、構造を変えて販売するときは、公益財団法人日本交通管理技術協会が付与する自転車安全整備士の認定を受けた者又は一般財団法人日本車両検査協会が付与する自転車組立整備士若しくは自転車技士の認定を受けた者が整備すること。

　⑻　廃棄自転車等のうち、原動機付自転車本体の販売又は部品等を再利用し、構造を変えて販売するときは、国家資格を有する二輪自動車整備士が整備すること。

　　　⑼　引渡し後の自転車等の責任は買受人が負うものとし、第三者より異議の申し立て等があった場合においては、買受人が責任を持って解決すること。

　　　⑽　門真市は、買受人に対して売却した自転車等の処理状況を調査し、報告を求めることができる。

　　　⑾　法律、条例、要領及び仕様書に定められた事項を遵守すること。

８．その他

　　この仕様書に定めのない事項については、双方協議のうえ決定するものとする。
様式第４号（第７条関係）
廃棄自転車等買受書
令和　　年　　月　　日
門真市長　様
買受人住所　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　㊞
この度、下記の保管自転車等を買受けいたしましたので、法律、条例及び門真市放置自転車等の売却に関する事務処理要領を遵守し、適切に処理をいたします。
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